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仕様書 

 

１ 委託業務の名称 第 45回富山県伝統的工芸品展開催事業業務 

 

２ 委託業務の目的 

県民の皆様がより一層愛着と親しみが持てるよう伝統工芸の魅力をＰＲするため、展示、製

作実演、製作体験等の総合的イベント「第 45回富山県伝統的工芸品展」を開催する。また、併

せて伝統工芸品の技術・技法の向上を図る目的で、「とやま手わざアワード 2025」を開催し、作

品展示及び来場者投票での審査を実施する。 

 

３ 実施日 

  令和７年 10月３日（金）～５日（日）10時～18時（最終日は 17時まで） 

  令和７年 10月 11日（土）10時～17時 

    

４ 会場 

  ①イオンモール高岡（高岡市下伏間江 383番地） 

   東館１階セントラルコート（110㎡）及び東館１階ブリーズ・靴下屋前通路 

   ※ イオンモール内の会場については上記を予定していますが、より効果的な方法等ござ 

いましたらご提案ください。 

   実施内容（予定）：展示、実演、製作体験、ガラポン抽選会、 

とやま手わざアワード作品展示 

   実施日：令和７年 10月３日（金）～５日（日） 

  ②富山駅（富山市明輪町１番 225号） 

   南北自由通路（約 200㎡） 

   実施内容（予定）：展示、実演、製作体験、とやま手わざアワード作品展示 

   実施日：令和７年 10月 11日（土） 

  ※①、②とも会場レイアウトは別添「(参考)図面」を参照 

 

５ 委託業務期間 契約の日から令和７年 12月 31日（水）まで 

 

６ 委託業務の内容 

事項 業務の内容 備考 

(1)全体 (2)～(7)の事項に係る 

・実施計画策定 

・業務進捗管理 

・会場及び関係者（各産地組合、事務局等）

との連絡調整 

・来場者の安全に配慮した設

営を行うこと。 

(2)伝統工

芸品展示

の企画、

設営、撤

去（イオ

ンモール

高岡会場

・計 11産地（※）分の伝統工芸品（予定）

展示に係る次の業務 

（昨年の展示数実績：約 170点） 

 ① 会場レイアウト、パース図作成 

② 会場設備（展示台等）の手配、設営及

び撤去 

③ 各産地・展示作品を魅力的に紹介す

・11 産地の展示については産

地ごとにテーマ性を持たせ

る等、来場者に展示作品の魅

力が伝わる工夫を行うこと。 

・展示する伝統工芸品は各産

地組合が手配し、会期初日営

業開始前に各産地組合にて
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のみ） るための紹介ツール作成 

（例：パネル、キャプション設置等） 

なお、展示作品には次の情報を記載す

ること 

作品名、作者名、作品サイズ、作品紹介、

購入できるECサイトや店舗等のQRコー

ド等 

④ 伝統工芸の紹介動画等の放映 

⑤ 展示品の保険の手配、盗難対策（警備員

の配置等） 

展示台に配置  

・産地紹介パネルに使用する

文章や写真には富山県作成

のパンフレット「とやまの伝

統工芸 11の誇り」の文章、

写真が使用可能 

 

※ 動画は事務局で準備予定 

 

 

(3)とやま

手わざア

ワードに

係る展示

の企画、

来場者投

票 の 実

施、設営、

撤去（イ

オンモー

ル高岡会

場のみ） 

・「とやま手わざアワード」の応募作品約 20

点の展示及び来場者投票に係る次の業務 

※ 各作品サイズ横幅 450ｍｍ×縦 360ｍ

ｍ×高さ 360ｍｍ以内 

 

① 会場レイアウト、パース図作成 

② 会場設備（展示台、来場者投票スペース

等）の手配、設営及び撤去 

 

・アワード出展作品の紹介パネル、来場者投

票の実施方法紹介パネル、各賞を示すキ

ャプション等の製作 

 

・アワード出品作品の一般応募分（３点程

度）の搬入・搬出（開催日前に作品の配送

希望があった場合は受託者にて一時保管

後、会場に搬入し、搬出の際も一時的に預

かることを想定） 

 

・来場者投票の用紙作成、会期中の配布・回

収（案内サイン、回収箱等必要な備品の手

配を含む。） 

・アワードの伝統工芸関係者

による審査は１日目の午前

に実施予定 

・来場者投票は３日目の正午

に締切り、審査員の審査結果

と併せて 15時頃に結果発表 

 

 

 

 

 

 

 

・来場者投票及び展示アンケ

ート回答者に対して、後日抽選

でトヤマカードをプレゼント

予定（費用は事務局負担） 

(4)展示・製

作体験・

アンケー

ト・抽選

会（イオ

ンモール

高岡会場

のみ） 

・展示・製作体験アンケートの印刷、会期中

の配布・回収（案内サイン、回収箱等必要

な備品の手配を含む。） 

・展示アンケートの回答者に向けに伝統工

芸品が当たる抽選会の手配、運営、景品紹

介ツールの作成（パネル等） 

・設問は事務局で設定 

・景品準備・費用負担は事務局

が担当 

(5)製作実

演、製作

体験の企

画、設営、

・製作実演（高岡銅器、井波彫刻、高岡漆器、

越中福岡の菅笠の４産地（予定））、製作体

験（国指定６産地及び県指定３産地予

定、）に係る次の業務 

・製作体験、実演スペースの床

面等にはビニールクロスを

張る等傷がつかないよう対

策（富山駅会場でもビニール
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撤去（イ

オンモー

ル高岡会

場のみ） 

① 会場レイアウト、パース図作成 

② 会場設備・備品（畳台、作品乾燥用ド

ライヤー等）の手配、設営及び撤去

（照明、電源及び手元用ライトの設

置・工事を含む。） 

③ 各実演、製作体験の紹介ツールの作

成 

・製作体験受付の運営（参加料金の受領、釣

銭、領収書等の用意、各体験スペースへの

誘導を含む。） 

・製作体験参加者向けガラポン抽選会の手

配、運営（景品紹介パネル作成を含む。） 

・イベント保険の手配 

 

〈参考：昨年度の製作体験内容〉 

・高岡銅器    錫製コースター製作 

・井波彫刻    獅子頭の木札絵付け 

・高岡漆器    螺鈿体験 

・庄川挽物木地  木皿の絵付け 

・越中和紙    和紙漉き 

・越中福岡の菅笠 菅製コースター製作 

・高岡仏壇    金箔貼り体験 

・とやま土人形  土人形の絵付け 

・富山木象嵌   木象嵌額装製作 

 

クロス等備品を使用予定） 

・製作体験の内容及び参加料

金は各産地組合が決定（300

円～2,000円程度） 

・製作実演者、製作体験指導者

は各産地組合から派遣 

・製作実演、製作体験の設営計

画に当たっては、事前に各産

地組合と調整 

・参加料金は会期最終日又は

後日、事務局に納付 

 

(6)会場間

の展示品

輸送・保

管・備品

手配 

・イオンモール高岡会場からの該当展示品

及びパネル・キャプション等の搬出、富山

駅会場でのイベント開始日までの保管 

・富山駅会場への該当展示品等の搬入 

・製作実演及び製作体験（富山駅会場）に係

る備品の手配 

・展示品保険、イベント保険の手配（富山駅

会場のみ） 

・該当展示品は高岡銅器、高岡

漆器、手わざアワード出品作

品 

・富山駅会場の設営・運営等は

事務局が対応予定 

(7)広報 ・チラシ作成（A4カラー両面 5,000枚を想

定） 

・その他集客に係る広報の計画・実施（ウェ

ブ又は誌面広報、会場設置用案内看板（両

会場分）の作成等） 

・実施会場であるイオンモー

ル高岡・富山駅の客層と合っ

た内容とすること 

・チラシ印刷枚数は広報計画

の提案内容を踏まえて調整

予定 

(8)その他 ・本仕様書に記載のない事項であっても、事

業の趣旨に沿った独自の規格を提案する

ことも可能 

イオンモール高岡内の既存店舗と相互の

誘客が図れる企画など 
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 ※ 伝統工芸品の産地（計 11産地） 

国指定６産地：高岡銅器、井波彫刻、高岡漆器、庄川挽物木地、越中和紙、越中福岡の菅笠 

県指定５産地：越中瀬戸焼、高岡鉄器、高岡仏壇、とやま土人形、富山木象嵌 

 

７ 企画提案書作成時の留意事項 

概算見積書は、可能な範囲で６の(1)～(8)の事項ごとに費用を算出ください。 

  

８ 成果品 

（１）実施計画書 

（２）実績報告書 

 

９ 守秘義務 

受託者は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはでき

ません。また、委託業務終了後も同様とします。 

 

10 その他 

（１）企画提案書では、参加者の創意工夫を生かした提案が可能であり、事業の趣旨に沿った効

果的な提案であれば、本仕様書に記載のない事項であっても、新たな提案をすることがで

きます。 

（２）この仕様書は、公募型プロポーザル実施用のものであり、委託契約時には受託候補者との

協議内容等を踏まえ、これを修正することがあります。 

（３）新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況により、内容の変更又は開催中止となる場合

があります。 

（４）本仕様書に定めのない事項については、その都度、運営委員会と話し合いの上、定めるこ

ととします。 

（５）業務の実施にあたっては、関係法令を遵守することとします。 

（６）委託業務により作成した成果物及び当該成果物に係る著作権は、運営委員会に属するもの

とします。 

（７）実施計画の策定にあたっては、運営委員会その他関係者と密に連携を図ることとします。 

（８）必要に応じて、証拠書類等の提出を求める場合があります。 


